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第１ 主旨 

豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の実施にあたり、各作業場の安全衛生と各作業員等の健康

確保を目的として、事業の受託者が講ずるべき、各作業毎の安全衛生対策、作業員等の健康管

理のため実施すべき健康診断及びその結果に基づく事後措置、作業場毎に確立すべき安全衛生

管理体制及び県との連絡調整体制等についてとりまとめたものである。 

なお、安全衛生対策、健康管理対策を講ずるにあたっては、公害等調整委員会調停委員会が

実施した「豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件に係る調査検討結果」及び県が実施し

た作業環境測定結果等を作業環境の基礎データとしている。 

 

第２ 作業現場における作業環境 

受託者は、「第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保ガイドライン(令和３年５月 21日改

訂)」、「第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保マニュアル(令和３年５月 21 日改訂)」及

び「豊島廃棄物等処理施設撤去等事業作業環境管理マニュアル」に基づき作業環境測定を実施

する。作業環境測定結果は、健康管理委員会に提示し、作業員等の健康確保対策の指導・助言・

評価の基礎数値とする。 

作業環境測定における測定値がマニュアルに定める基準値を超えたときは、①作業員に測定

結果を報告し、作業の一時中断等を指示し、②健康管理委員会委員に報告し対応策の助言を得

ることとする。 

また、基準値は、豊島廃棄物等処理施設撤去等事業健康管理委員会の意見により必要な修正

を加えたときは、本マニュアルにも反映させるものとする。 

 

第３ 健康確保対策 

作業従事者は、「第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保ガイドライン(令和３年５月 21

日改訂)」、「第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保マニュアル(令和３年５月 21日改訂)」

に基づく安全と健康の確保を行ったうえ作業に従事する。 

 

１．想定される作業場 

（１）粉じん等の飛散が予想される作業場 

必要と認められる場合には、防塵マスク、粉じん等の付着しにくい作業着等、適切な

保護具を着用する。 

（２）その他の作業場 

高所作業を行う場合は、安全帯等を着用する。酸素欠乏症を生じるおそれのある作業

場では、空気呼吸器等を着用する。 

（３）海上での作業場 

海上作業を行う場合は、救命胴衣を着用する。また、非常用として救命具（救命胴衣、

救命ブイ）、ロープ等を適当な場所に備え、必要と認められる個所には、救命艇を配置す

る。 

 

２．保護具等の規格 

（１）作業着は、長袖作業着、長ズボン（綿製が望ましい）とする。 

（２）ヘルメットは、飛来落下物用・墜落時保護用とし、型式検定合格品であること。 

（３）安全靴は、JIS-T8101適合品又は同等品とし、半長靴タイプの埃等が中に入りにくいもの

とする。 

（４）防じん・防毒マスクは、防じん防毒併用タイプ呼吸用保護具又は防じん機能を有する防

毒マスクとし、(1)型式検定合格品であり、(2)取替え式であり、(3)粉じん捕集効率の高
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いもの〔国家検定規格 RS3又は RL3〕であり、(4)有機ガス用を基本とし用途に応じたも

のを使用すること。 

（５）保護メガネは、JIS-T8147適合品又は同等品とする。 

（６）ゴム手袋は、化学防護手袋で JIS-T8116適合品又は同等品とする。 

 

３．保護具等の管理等 

（１）作業員に対してマスクの正しい着脱方法・着脱手順等について訓練を行うこと。 

（２）作業員に保護具の着用状況の確認を相互に行わせること。 

（３）汚れた作業衣類等は速やかに洗浄が出来るようにすること。 

（４）作業者が手洗い、洗眼、洗身を容易に行えるよう配慮すること。 

（５）上記の措置を講ずる他、作業に伴って付着した粉じん等の汚染物質を自宅等の一般環境

へ持ち出す事を防止することに努めること。 

 

４．その他の健康対策 

（１）新型コロナウイルス感染症への対策 

アルコール消毒やマスクの着用等、「豊島廃棄物等処理施設撤去等事業における新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止ならびに感染者発生時の対応(令和４年２月 24 日改定)」

に則り対応し、作業従事者及び周辺住民の健康と安全の確保を行う。 

また、処分地内で業務にあたる他の工事の受注業者や元請業者と下請業者の接触を避

ける措置として休憩所を分離するなど、グループ分けを行い、グループを超えた接触を

抑制する。 

（２）熱中症への対策 

「職場における熱中症の予防について」（平成 21年６月 19日基発第 0619001号）に基

づき、作業従事者の熱中症予防対策を行う。 

 

第４ 健康診断 

１．健康診断の受診状況の確認 

県は、作業従事者に対し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の１年以内の受診状況を

確認する。また、「第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保ガイドライン(令和３年５月

21 日改訂)」、「第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保マニュアル(令和３年５月 21 日

改訂)」に基づき実施した特殊健康診断の受診状況を確認する。 

 

２．健康診断実施後の措置 

(１)産業医等からの意見の聴取 

受託者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上

の措置に関し、その必要性、講ずべき措置の内容等に係る意見を、産業医（又は地域産

業保健センター）から意見を聞くこととする。 

産業医等に対しては、作業環境、作業態様等に関する情報、職場巡視の機会又は作業

員との面接の機会を提供する。 

(２)就業上の措置の決定 

受託者は、産業医等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場

合は、あらかじめ作業員の意見を聴き、十分な話合い通じて作業者の了解を得られるよ

う努めること。受託者は、作業員に対し就業上の措置をした場合は、その内容について

県へ報告する。 
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(３)健康診断結果の通知 

受託者は、作業員が自らの健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるよう、一般健

康診断等を受けた作業者に対して、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なくその結果を

通知しなければならない。 

(４)プライバシーの保護 

個々の作業者の健康に関する情報は、個人のプライバシーに属するものであるので、そ

の保護に特に留意すること。特に就業上の措置の実施に当たっては、関係者へ提供する情

報の範囲は必要最小限とすること。 

(５)健康診断個人票、問診票、調査票等の整理・保管 

健康診断個人票、問診票、調査票及び各種の臨床検査の資料は整理し、法に定める保存

期間を遵守するほか本事業が終了するまで保存すること。 

 

（健康診断個人票等の保存期間） 

保存期間（法定） 健康診断の種類 

5年 

①一般健康診断 

②特殊健康診断 (1)有機溶剤 (2)鉛 (4)高気圧 (3)特定化学物

質(特別管理物質除く) 

７年 じん肺健康診断 

30年 

①特定化学物質健康診断のうち特別管理物質に係るもの 

②ダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づく血中ダイオキシン類

濃度測定結果 

40年 石綿健康診断 

 

第５ 連絡調整等 

 (１)受託者に対する県の指導・指示 

県は、豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の受託者及びその労働者が、安衛法又はこれに

基づく命令の規定や健康管理マニュアル等に違反しないよう必要な指導を行う。また違反

していると認めるときは、是正のため必要な指示をする。 

県は、医師等の専門家により、定期的に作業現場の状況を確認するとともに、作業員か

ら意見を徴収し、健康相談に応じるような体制を整えることとする。 

 (２)安全衛生管理体制の確立等 

豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の受託者は、安衛法の規定に基づき、統括安全衛生管理

者、安全管理者、衛生管理者、産業医等からなる安全衛生管理体制を確立しなければならな

い。 

県からの作業環境測定結果に関する情報は速やかに作業員に周知しなければならない。ま

た、作業現場の特性に応じた労働衛生教育を積極的に実施しなければならない。 

健康診断の実施結果等を県へ定期的に報告し、その内容は次のとおりとする。なお、健康

診断個人票は、個人の特定ができないようにする。 

①健康診断の種類別受診状況と未受診者対策 

②健康診断結果及びその集計資料 

③健康診断とその後の措置に関する産業医のコメント 

(３)豊島廃棄物等処理施設撤去等事業健康管理委員会 

健康管理委員会は、作業員等の健康確保対策等について指導・助言・評価するために、県

から、作業員の作業内容及び安全対策、作業環境測定結果について報告を受けるほか、現場
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代理人や作業員から直接健康状況について意見を徴することができる。 

(４)県と受託者等との連絡調整 

事業場における安全衛生管理活動の効果を担保するために、県と受託者の間で安全衛生

に関する連絡調整会を必要に応じて開催する。 

連絡調整会議では、以下のことについて協議する。 

①作業員等の健康確保対策に関すること 

②作業員等の健康状況に関すること 

③労働災害の発生の有無やその原因および再発防止対策に関すること 

④豊島廃棄物等処理施設撤去等作業環境管理マニュアルに基づく作業環境測定結果報告 

⑤その他 
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作業場名                       記入日   年   月   日 

 
豊島廃棄物等処理施設撤去等事業 

に従事する作業者に対する職場巡視時の問診票 
氏名            年令   才      現在の作業の経験年数    年  

 最近、次の様な症状がありますか。該当する項目に○印をつけてください。 

1．体がだるい（疲れやすい） はい・いいえ 30．特に、体の調子で勤務状況や作業内容に

関連して気づいたことがあれば、記載し

てください。 

 

2．眠れない はい・いいえ 

3．いらいらする はい・いいえ 

4．頭が痛い。頭が重い はい・いいえ 

5．めまいがする はい・いいえ 

6．手足がしびれる、または動きが悪い はい・いいえ 

7．歩きにくい、またはふらつく はい・いいえ 31. 既病歴について、差し支えなければ記載

してください。 

ｱ 胃潰瘍  ｲ 痔  ｳ 肺炎  ｴ ぜん息  ｵ 心

臓病 ｶ 高血圧  ｷ 糖尿病  

ｸ 緑内障  ｹ その他 

 

 

8．手指がふるえる はい・いいえ 

9．手指が蒼白になる はい・いいえ 

10．関節や筋肉が痛い はい・いいえ 

11．眼が痛む・涙が出る はい・いいえ 

12．視力が低下した はい・いいえ 

13．耳鳴りがする・聞こえにくい はい・いいえ 

14．鼻が痛い・鼻がつまる はい・いいえ 32. 現在、治療を受けている病名について、

差し支えなければ記載してください。 

病名 

15．口の味が変わった はい・いいえ 

16．口やのどが痛む はい・いいえ 

17．歯・歯茎が変色した はい・いいえ 

18．せき・たんが出る はい・いいえ 

19．胸の圧迫感や痛みがある はい・いいえ 

20．息切れや動悸がする はい・いいえ 33. 喫煙歴   開始年齢     才 

  中止年齢     才 

  過去の喫煙歴の有無：  無    有  

喫煙量 (       )本/日 

  現在の喫煙歴の有無：  無    有 

  喫煙量 (       )本/日   

21．食欲がない                     はい・いいえ 

22．吐き気がある はい・いいえ 

23．腹のさしこみ（強い痛み）がある はい・いいえ 

24．便秘または下痢がある はい・いいえ 

25．肝臓が悪いといわれた はい・いいえ 

26．尿の回数が多い。又は量が多い はい・いいえ 34.飲酒習慣の有無    

毎日・週１回・付き合い程度・無(飲めない) 

35.飲酒日の１回当たりの飲酒量 

清酒１合（１８０ｍｌ）の目安：ビール中瓶１本（約

５００ｍｌ）、焼酎３５度（８０ｍｌ）、ウイスキーダ

ブル一杯（６０ｍｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ） 

3 合以上・2～3合未満・1～2合未満・1 合未満 

27．尿の回数が少ない。又は量が少ない はい・いいえ 

28．皮膚が荒れた。かゆみ、発疹、潰瘍

ができた 

はい・いいえ 

29．皮膚の色が変わった（色素沈着また

は脱色） 

はい・いいえ 

 

 

取扱注意 


